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日本人と社会保障
から
見る

働く・育てる・
生きるの今

厚生労働省は、2017年10月24日に『平成29年版 厚生労働白書』
を公表しました。今回のテーマは「社会保障と経済成長」です。急速に
少子高齢化が進むなか、日本の社会保障制度の持続可能性には危険
信号がともっていますが、社会保障と経済成長を一体として考えること
が課題を乗り越える鍵になります。そこで同白書では、成長という視点か
ら社会保障のあり方について検討するうえで基礎となる材料を提示してい
ます。これをもとに、社会保障制度の今後のあり方を考えてみましょう。

社
会
保
障
を
知
る
こ
と
は

「
日
本
の
今
」を
知
る
こ
と

Part.1社
会
保
障
費
に
占
め
る
　
　

「
高
齢
」が
増
加
傾
向

社
会
保
障
制
度
の
役
割
は
、「
個
人
の
力

だ
け
で
は
備
え
る
こ
と
に
限
界
が
あ
る
生

活
上
の
リ
ス
ク
に
対
し
て
、
幾
世
代
に
も

わ
た
る
社
会
全
体
で
、
国
民
の
生
涯
に
わ

た
る
生
活
を
守
る
こ
と
」で
す
。
保
健
・
医

療
や
福
祉
、年
金
、雇
用
保
険
な
ど
、カ
バ
ー

す
る
分
野
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。　

国
民
経
済
に
占
め
る
社
会
保
障
給
付
費

の
割
合
は
戦
後
、
社
会
保
障
制
度
の
発
展

に
伴
い
、
大
き
な
伸
び
を
示
し
ま
し
た
。

１
９
９
０
年
代
以
降
は
、
高
齢
化
の
進
展

に
よ
る
給
付
対
象
者
の
増
加
な
ど
の
影
響

に
よ
り
、
社
会
保
障
給
付
費
は
さ
ら
に
増

え
て
い
ま
す
。　

社
会
保
障
制
度
の
政
策
分
野
別
社
会
支

出
の
推
移
を
見
る
と
、
近
年
は
高
齢
世
代

向
け
の
支
出
で
あ
る「
高
齢
」（
老
齢
年
金

等
）が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す（
次
ペ
ー
ジ

図
表
１
）。
一
方
、
現
役
世
代
向
け
の
社
会

保
障
支
出「
家
族
」（
児
童
手
当
等
）や「
積
極

的
労
働
市
場
政
策
」（
教
育
訓
練
給
付
等
）の

割
合
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
比
較
す
る

と
低
水
準
で
す
。

少
子
高
齢
化
の
進
展
で
、
高
齢
者
一
人

を
支
え
る
現
役
世
代
の
人
数
は
大
き
く

減
っ
て
い
ま
す（
次
ペ
ー
ジ
図
表
２
）。
一

方
で
、
環
境
を
整
え
る
な
ど
し
て
、
若
者

や
女
性
、
高
齢
者
の
労
働
参
加
を
適
切
に

進
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
非
就
業
者
一

人
に
対
す
る
就
業
者
の
人
数
の
増
加
を
見

込
め
ま
す
。

人
生
に
は
、
ケ
ガ
や
病
気
、
失
業
、
高
齢
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
リ
ス
ク
に
直
面
し
た
際
に
、
生
活
の
安
定
と
安
心
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る

の
が
、
社
会
保
障
制
度
で
す
。
社
会
保
障
制
度
の
現
状
か
ら
、「
日
本
の
今
」
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。日

本
の
現
状
と
は
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◇

14.5

社会保障の給付水準を引き上げ、そのための負担増もやむを得ない
社会保障の給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない
社会保障の給付水準をある程度引き下げつつ、ある程度の負担増もやむを得ない
社会保障の給付水準を引き下げ、従来どおりの負担とするべき
社会保障の給付水準を大幅に引き下げ、負担を減らすべき
その他
わからない
不詳
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居住確保支援

その他の支援

子ども支援

家計再建支援

緊急的な支援

就労支援
◆自立相談支援事業

（全国902福祉事務所設置自治
体で1,313機関（H29年度））

・生活と就労に関する支援員を
配置し、ワンストップ型の
相談窓口により、情報とサー
ビスの拠点として機能

・一人ひとりの状況に応じ自立
に向けた支援計画（プラン）
を作成

・地域ネットワークの強化・
社会資源の開発など地域
づくりも担う

包括的な相談支援

施行後2年間で、約6万人が就労・増収

〈対個人〉

〈対地域〉

基本は、自立に向けた人的支援
を包括的に提供

※右記は、法に規定する支援（◆）を中心に
記載しているが、これ以外にさまざまな支援

（◇）があることに留意

（
援
支
た
じ
応
に
況
状
の
人
本

※

）

就労に向けた
準備が必要な者

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた
準備が一定程度
整っている者

緊急に衣食住の
確保が必要な者

家計から生活
再建を考える者

貧困の連鎖
の防止

再就職のために
居住の確保が

必要な者

◆住居確保給付金の支給
・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付　　

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練　

・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成
（社会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供

◆家計相談支援事業
・家計の状況を「見える化」し、利用者の家計管理の意欲を引き出す

相談支援（貸付のあっせん等を含む）　　

◆子どもの学習支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援や

居場所づくり、養育に関する保護者への助言

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

なお一般就労が困難な者

◆認定就労訓練事業　（いわゆる「中間的就労」）
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（ゼロを維持）

ゼロ
80％

【待機児童を解消】
　 国としては、東京都をはじめ意欲的な自治体を支援するため、待機児童解消に必要な受け皿
約22万人分の予算を平成30年度から平成31年度末までの２年間で確保。

（遅くとも平成32年度末までの３年間で全国の待機児童を解消）

【待機児童ゼロを維持しつつ、５年間で「Ｍ字カーブ」を解消】
　 「Ｍ字カーブ」を解消するため、平成30年度から平成34年度末までの５年間で女性就業率80％に対応でき
る約32万人分の受け皿整備。 （参考）スウェーデンの女性就業率：82.5％（2013）

自治体を支援し､２年間で待機児童を解消
するための受け皿整備の予算の確保
(遅くとも３年間で待機児童解消)

５年間で
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「Ｍ字カーブ」解消
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少子化対策（子ども・子育て支援）は社会全体で行うべきものであり、
育児に関わらない人の税や社会保険料の負担が増えても、大幅に拡充するべきである
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子育ては個々人が行うものであり、少子化対策（子ども・子育て支援）を
公的な社会保障で行う必要はない
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社会保障の給付水準をある程度引き下げつつ、ある程度の負担増もやむを得ない
社会保障の給付水準を引き下げ、従来どおりの負担とするべき
社会保障の給付水準を大幅に引き下げ、負担を減らすべき
その他
わからない
不詳
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世帯主
年齢

保育 介護 医療 その他の現金給付 年金・恩給
現物給付 現金給付

介護・その他 医療 年金 税金
負担額

居住確保支援

その他の支援

子ども支援

家計再建支援

緊急的な支援

就労支援
◆自立相談支援事業

（全国902福祉事務所設置自治
体で1,313機関（H29年度））

・生活と就労に関する支援員を
配置し、ワンストップ型の
相談窓口により、情報とサー
ビスの拠点として機能

・一人ひとりの状況に応じ自立
に向けた支援計画（プラン）
を作成

・地域ネットワークの強化・
社会資源の開発など地域
づくりも担う

包括的な相談支援

施行後2年間で、約6万人が就労・増収

〈対個人〉

〈対地域〉

基本は、自立に向けた人的支援
を包括的に提供

※右記は、法に規定する支援（◆）を中心に
記載しているが、これ以外にさまざまな支援

（◇）があることに留意

（
援
支
た
じ
応
に
況
状
の
人
本

※

）

就労に向けた
準備が必要な者

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた
準備が一定程度
整っている者

緊急に衣食住の
確保が必要な者

家計から生活
再建を考える者

貧困の連鎖
の防止

再就職のために
居住の確保が

必要な者

◆住居確保給付金の支給
・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付　　

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練　

・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成
（社会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供

◆家計相談支援事業
・家計の状況を「見える化」し、利用者の家計管理の意欲を引き出す

相談支援（貸付のあっせん等を含む）　　

◆子どもの学習支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援や

居場所づくり、養育に関する保護者への助言

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

なお一般就労が困難な者

◆認定就労訓練事業　（いわゆる「中間的就労」）

待機児童数
女性（25-44）の就業率

約2.4万人（H28.4）
72.7％（H28）

（ゼロを維持）

ゼロ
80％

【待機児童を解消】
　 国としては、東京都をはじめ意欲的な自治体を支援するため、待機児童解消に必要な受け皿
約22万人分の予算を平成30年度から平成31年度末までの２年間で確保。

（遅くとも平成32年度末までの３年間で全国の待機児童を解消）

【待機児童ゼロを維持しつつ、５年間で「Ｍ字カーブ」を解消】
　 「Ｍ字カーブ」を解消するため、平成30年度から平成34年度末までの５年間で女性就業率80％に対応でき
る約32万人分の受け皿整備。 （参考）スウェーデンの女性就業率：82.5％（2013）

自治体を支援し､２年間で待機児童を解消
するための受け皿整備の予算の確保
(遅くとも３年間で待機児童解消)

５年間で
女性就業率80％

「Ｍ字カーブ」解消

2019（H31）～
2020（H32）年度末 2022（H34）年度末2013（H25）年度 2017（H29）年度末

53万人増 約32万人増

「待機児童解消加速化プラン」
（５年間）

「新たなプラン」
（２～３年間＋２年間）

約22万人増 約10万人増

企業

両立支援コーディネーター

医療機関

主治医
（意見書作成）

産業医

（相談）

（調整） （調整）

（相談）

医療ソーシャル
ワーカー

産業保健スタッフ治療と仕事両立
プラン作成支援

治療情報を共有し、継続的に支援

人事労務担当
（両立プラン作成）

働く人（患者）・家族

※両立支援コーディネーターの
なり手は、医療ソーシャルワー
カー、産業カウンセラー・キャ
リアコンサルタント、社会保険
労務士など
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少子化対策（子ども・子育て支援）は社会全体で行うべきものであり、
育児に関わらない人の税や社会保険料の負担が増えても、大幅に拡充するべきである
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子ども・
子育て支援

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
国
は
２
０

1
6
年
６
月
２
日
に「
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活

躍
プ
ラ
ン
」を
閣
議
決
定
し
、「
成
長
と
分

配
の
好
循
環
」メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
考
え
を

提
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
成
長
の
果
実

で
子
育
て
支
援
な
ど
社
会
保
障
制
度
の
基

盤
を
強
化
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
経
済
を
強

く
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
成
長
と
い
う

視
点
か
ら
社
会
保
障
を
考
え
た
場
合
、
経

済
成
長
を
主
に
支
え
る
現
役
世
代
が
、
自

分
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
子
ど
も
へ
の
教
育

投
資
を
十
分
に
で
き
る
よ
う
な
生
活
の
安

定
の
実
現
や
、
女
性
や
高
齢
者
、
障
害
者

な
ど
誰
も
が
労
働
参
加
で
き
る
よ
う
な
基

盤
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

高
齢
世
代
は
現
役
世
代
並
み
の

等
価
所
得
を
確
保

次
に
、
国
民
生
活
の
現
状
で
す
。
１
世

帯
あ
た
り
の
平
均
総
所
得
金
額
は
２
０
０

０
年
以
降
、
高
齢
者
世
帯
、
現
役
世
帯（
児

童
の
い
る
世
帯
）と
も
に
、
お
お
む
ね
横
ば

い
の
状
態
が
続
い
て
い
ま
す（
次
ペ
ー
ジ
図

表
３
）。
し
か
し
、
現
役
世
帯
よ
り
も
相
対

的
に
所
得
の
低
い
高
齢
者
世
帯
の
割
合
が

急
増
し
て
い
る
た
め
、
全
世
帯
の
平
均
総

所
得
金
額
は
長
期
的
に
減
少
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
一
人
あ
た
り
の
所
得
水
準（
等
価
可

処
分
所
得
1

）は
、
世
帯
主
が
30
歳
代
と
70

歳
代
、
40
歳
代
と
60
歳
代
は
そ
れ
ぞ
れ
ほ

ぼ
同
水
準
で
、
高
齢
者
世
帯
が
現
役
世
帯

並
み
の
所
得
を
得
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
各
世
帯
の
総
所
得
の
こ
こ
20
年
の

変
化
を
見
る
と
、
世
帯
主
が
40
歳
代
の
世

帯
で
は
、
世
帯
所
得
の
低
い
単
独
世
帯
や

ひ
と
り
親
世
帯
の
割
合
の
増
加
や
、
相
対

的
に
世
帯
所
得
の
高
い
三
世
代
世
帯
の
割

合
の
減
少
で
、
３
０
０
万
円
未
満
の
低
所

得
世
帯
の
割
合
が
増
え
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
２
０
１
２
年
以
降
は
、
こ
の
割
合
は

減
少
し
て
い
ま
す
。
高
齢
者
世
帯
で
は
、

公
的
年
金
制
度
の
成
熟
化
に
よ
り
低
所
得

世
帯
の
割
合
が
減
少
し
、
中
所
得
世
帯
の

割
合
が
増
加
。
所
得
分
布
の
ば
ら
つ
き
は

縮
小
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

全
人
口
の
等
価
所
得
の
格
差（
ジ
ニ
係
数
）

に
つ
い
て
は
、
当
初
所
得
2

は
高
齢
化
な
ど

に
よ
り
拡
大
傾
向
に
あ
り
ま
す（
次
ペ
ー
ジ

図
表
４
）。
し
か
し
、
社
会
保
障
や
税
な
ど

の
再
分
配
に
よ
り
、
再
分
配
所
得
3

の
格
差

は
１
９
９
８
年
以
降
縮
小
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、全
人
口
・
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図表1　政策分野別社会支出の推移

図表2　高齢者現役世代比と非就業者就業者比の推移と予測

出典 国立社会保障・人口問題研究所「平成27年度社会保障費用統計」
注）1）OECD社会支出の基準に従い算出したものである。

2）「保健」はOECD Health Dataの公的保健医療支出から介護保険サービスと補装具費等を除
いて集計している。OECD SHA2011準拠に伴い資本形成費が集計の対象ではなくなった。

3）「積極的労働市場政策」は、2004年度までは予算ベースであるのに対し、2005年度から
は決算ベースであるため年次推移を見る際は注意が必要である。

4） 2010年度集計時に新たに追加した費用について、2005年度まで遡及したことから、
2004年度との間で段差が生じている。

出典  総務省統計局「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2012年推
計および 2017年推計）出生中位・死亡中位推計」（各年 10月 1日現在人口）、労働政策研究・
研修機構「2015年　労働力需給の推計」

注）1）「高齢者1人を支える現役世代の人数」(15～64歳人口／65歳以上人口 )は、2015年までは「国
勢調査」、2020年以降は「将来推計人口（2017年推計）」の出生中位・死亡中位推計を用い
て推計した。

2）「非就業者 1人に対する就業者の人数」（就業者数／非就業者数）は、2015年までは「国勢
調査」を用いて推計した。なお、15歳未満人口はすべて非就業者とし、15歳以上で労働力
状態が不詳の者は、就業者および非就業者のいずれからも除いて計算した。2020年以降は、
「将来推計人口（2012年推計）」の出生中位・死亡中位推計と「平成 27年労働力需給の推計」
における「ゼロ成長、労働市場への参加が進まないシナリオ」および「経済成長、労働市
場への参加が進むシナリオ」の就業者数を用いて推計した。

(C) 2018 日本医療企画.
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1「等価可処分所得」とは、１世帯あたりの可処分所得を世帯員数の平方根で割ったものである。「可処分所得」とは、総所得から税金及び社会保険料を控除したものである。なお、総所得とは、
当初所得に、社会保障による現金給付額を加えたものである。
2「当初所得」とは、雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、財産所得、家内労働所得、雑収入、私的給付（仕送り、企業年金、生命保険金等）の合計額をいう。つまり、社会保障による再
分配前の所得であるということもできる。
3「再分配所得」は、当初所得に、社会保障による現金給付と現物給付を加え、税金及び社会保険料を控除した所得である。
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子ども支援

家計再建支援

緊急的な支援

就労支援
◆自立相談支援事業

（全国902福祉事務所設置自治
体で1,313機関（H29年度））

・生活と就労に関する支援員を
配置し、ワンストップ型の
相談窓口により、情報とサー
ビスの拠点として機能

・一人ひとりの状況に応じ自立
に向けた支援計画（プラン）
を作成

・地域ネットワークの強化・
社会資源の開発など地域
づくりも担う

包括的な相談支援

施行後2年間で、約6万人が就労・増収

〈対個人〉

〈対地域〉

基本は、自立に向けた人的支援
を包括的に提供

※右記は、法に規定する支援（◆）を中心に
記載しているが、これ以外にさまざまな支援

（◇）があることに留意

（
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支
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応
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況
状
の
人
本
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準備が一定程度
整っている者

緊急に衣食住の
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家計から生活
再建を考える者

貧困の連鎖
の防止

再就職のために
居住の確保が
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◆住居確保給付金の支給
・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付　　

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練　

・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成
（社会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供

◆家計相談支援事業
・家計の状況を「見える化」し、利用者の家計管理の意欲を引き出す

相談支援（貸付のあっせん等を含む）　　

◆子どもの学習支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援や

居場所づくり、養育に関する保護者への助言

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

なお一般就労が困難な者

◆認定就労訓練事業　（いわゆる「中間的就労」）

待機児童数
女性（25-44）の就業率

約2.4万人（H28.4）
72.7％（H28）

（ゼロを維持）

ゼロ
80％

【待機児童を解消】
　 国としては、東京都をはじめ意欲的な自治体を支援するため、待機児童解消に必要な受け皿
約22万人分の予算を平成30年度から平成31年度末までの２年間で確保。

（遅くとも平成32年度末までの３年間で全国の待機児童を解消）

【待機児童ゼロを維持しつつ、５年間で「Ｍ字カーブ」を解消】
　 「Ｍ字カーブ」を解消するため、平成30年度から平成34年度末までの５年間で女性就業率80％に対応でき
る約32万人分の受け皿整備。 （参考）スウェーデンの女性就業率：82.5％（2013）

自治体を支援し､２年間で待機児童を解消
するための受け皿整備の予算の確保
(遅くとも３年間で待機児童解消)

５年間で
女性就業率80％

「Ｍ字カーブ」解消

2019（H31）～
2020（H32）年度末 2022（H34）年度末2013（H25）年度 2017（H29）年度末

53万人増 約32万人増

「待機児童解消加速化プラン」
（５年間）

「新たなプラン」
（２～３年間＋２年間）
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社会保障の給付水準を引き上げ、そのための負担増もやむを得ない
社会保障の給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない
社会保障の給付水準をある程度引き下げつつ、ある程度の負担増もやむを得ない
社会保障の給付水準を引き下げ、従来どおりの負担とするべき
社会保障の給付水準を大幅に引き下げ、負担を減らすべき
その他
わからない
不詳
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・生活と就労に関する支援員を
配置し、ワンストップ型の
相談窓口により、情報とサー
ビスの拠点として機能

・一人ひとりの状況に応じ自立
に向けた支援計画（プラン）
を作成

・地域ネットワークの強化・
社会資源の開発など地域
づくりも担う

包括的な相談支援

施行後2年間で、約6万人が就労・増収

〈対個人〉

〈対地域〉

基本は、自立に向けた人的支援
を包括的に提供

※右記は、法に規定する支援（◆）を中心に
記載しているが、これ以外にさまざまな支援

（◇）があることに留意

（
援
支
た
じ
応
に
況
状
の
人
本

※

）

就労に向けた
準備が必要な者

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた
準備が一定程度
整っている者

緊急に衣食住の
確保が必要な者

家計から生活
再建を考える者

貧困の連鎖
の防止

再就職のために
居住の確保が

必要な者

◆住居確保給付金の支給
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・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成
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社会保障の給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない
社会保障の給付水準をある程度引き下げつつ、ある程度の負担増もやむを得ない
社会保障の給付水準を引き下げ、従来どおりの負担とするべき
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負担額

居住確保支援

その他の支援

子ども支援

家計再建支援

緊急的な支援

就労支援
◆自立相談支援事業

（全国902福祉事務所設置自治
体で1,313機関（H29年度））

・生活と就労に関する支援員を
配置し、ワンストップ型の
相談窓口により、情報とサー
ビスの拠点として機能

・一人ひとりの状況に応じ自立
に向けた支援計画（プラン）
を作成

・地域ネットワークの強化・
社会資源の開発など地域
づくりも担う

包括的な相談支援

施行後2年間で、約6万人が就労・増収

〈対個人〉

〈対地域〉

基本は、自立に向けた人的支援
を包括的に提供

※右記は、法に規定する支援（◆）を中心に
記載しているが、これ以外にさまざまな支援

（◇）があることに留意

（
援
支
た
じ
応
に
況
状
の
人
本

※

）

就労に向けた
準備が必要な者

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた
準備が一定程度
整っている者

緊急に衣食住の
確保が必要な者

家計から生活
再建を考える者

貧困の連鎖
の防止

再就職のために
居住の確保が

必要な者

◆住居確保給付金の支給
・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付　　

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練　

・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成
（社会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供

◆家計相談支援事業
・家計の状況を「見える化」し、利用者の家計管理の意欲を引き出す

相談支援（貸付のあっせん等を含む）　　

◆子どもの学習支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援や

居場所づくり、養育に関する保護者への助言

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

なお一般就労が困難な者

◆認定就労訓練事業　（いわゆる「中間的就労」）

待機児童数
女性（25-44）の就業率

約2.4万人（H28.4）
72.7％（H28）

（ゼロを維持）

ゼロ
80％

【待機児童を解消】
　 国としては、東京都をはじめ意欲的な自治体を支援するため、待機児童解消に必要な受け皿
約22万人分の予算を平成30年度から平成31年度末までの２年間で確保。

（遅くとも平成32年度末までの３年間で全国の待機児童を解消）

【待機児童ゼロを維持しつつ、５年間で「Ｍ字カーブ」を解消】
　 「Ｍ字カーブ」を解消するため、平成30年度から平成34年度末までの５年間で女性就業率80％に対応でき
る約32万人分の受け皿整備。 （参考）スウェーデンの女性就業率：82.5％（2013）

自治体を支援し､２年間で待機児童を解消
するための受け皿整備の予算の確保
(遅くとも３年間で待機児童解消)

５年間で
女性就業率80％

「Ｍ字カーブ」解消

2019（H31）～
2020（H32）年度末 2022（H34）年度末2013（H25）年度 2017（H29）年度末

53万人増 約32万人増

「待機児童解消加速化プラン」
（５年間）

「新たなプラン」
（２～３年間＋２年間）

約22万人増 約10万人増

企業

両立支援コーディネーター

医療機関

主治医
（意見書作成）

産業医

（相談）

（調整） （調整）

（相談）

医療ソーシャル
ワーカー

産業保健スタッフ治療と仕事両立
プラン作成支援

治療情報を共有し、継続的に支援

人事労務担当
（両立プラン作成）

働く人（患者）・家族

※両立支援コーディネーターの
なり手は、医療ソーシャルワー
カー、産業カウンセラー・キャ
リアコンサルタント、社会保険
労務士など
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少子化対策（子ども・子育て支援）は社会全体で行うべきものであり、
育児に関わらない人の税や社会保険料の負担が増えても、大幅に拡充するべきである
税や社会保険料の負担を考慮しながら、
現行の少子化対策（子ども・子育て支援）をより充実させていくべきである
現行の公的な少子化対策（子ども・子育て支援）は十分に充実しているので、
現行の対策を維持すべきである
子育ては個々人が行うものであり、少子化対策（子ども・子育て支援）を
公的な社会保障で行う必要はない
その他
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図表4　等価所得　ジニ係数の推移

図表5　就業形態別　現金給与総額の年次推移

図表6　当初所得金額階級別　1世帯あたり受給額・負担額(2013年)

図表3　1世帯あたり平均総所得金額の年次推移

出典 厚生労働省政策統括官付世帯統計室「国民生活基礎調査」
注） 1）「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、またはこれに 18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
 2）「児童」とは、18歳未満の未婚の者をいう。
 3）1994年の数値は、兵庫県を除いたものである。
 4）2010年の数値は、岩手県、宮城県および福島県を除いたものである。
 5）2011年の数値は、福島県を除いたものである。
 6）2015年の数値は、熊本県を除いたものである。

出典　厚生労働省政策統括官付政策評価官室「所得再分配調査」（2014年）

出典　厚生労働省政策統括官室付政策評価官室「所得再分配調査」、総務省統計局「全国消費実態
  調査」

出典 厚生労働省政策統括官付雇用・賃金福祉統計室「毎月勤労統計調査」より厚生労働省
  政策統括官付政策評価官室作成
注） 1）調査産業計、事業所規模 5人以上。
 2）就業形態計、一般労働者、パートタイム労働者のそれぞれについて、現金給与総
  額指数に基準数値を乗じて現金給与総額の時系列比較が可能となるように修正し
  た実数値を算出し、これらの数値を基にパートタイム労働者の構成比を推計して
  いる。

『厚生労働白書』から見る
日本人と社会保障
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(C) 2018 日本医療企画.




